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○石垣市広告掲載要綱 

平成19年3月20日 

告示第35号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、石垣市の保有又は管理する有形、無形の資産(以下「資産等」という。)

に広告を掲示し、又は提携する(以下「広告掲載等」という。)場合の取扱いに関し、別に定

めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第2条 市の資産等への広告掲載等は、資産等を有効に活用するとともに、住民福祉の向上と

財源確保に寄与することを目的とする。 

(広告掲載等を推進するための組織) 

第3条 広告掲載等を推進するための組織は、石垣市行政改革推進本部設置規程(平成7年石垣

市訓令第11号。以下「本部規程」という。)に基づき設置された石垣市行政改革推進本部と

し、必要な事項の調査及び検討をするための組織は、本部規程第5条第1項に基づく幹事会と

する。 

2 幹事会は次に掲げる事項について調査、検討する。 

(1) 広告掲載等に係る制度に関すること。 

(2) 推進体制の強化に関すること。 

(3) その他広告掲載等の推進に関し必要な事項 

(広告媒体) 

第4条 市は、資産等のうち、広告媒体として活用可能なものについて、広告掲載等に努めな

ければならない。 

2 広告媒体は、市長の認めるものとする。 

(広告の規格等) 

第5条 広告の規格、数量、掲載期間、広告掲載等に係る料金(以下「広告掲載料」という。)

は、広告媒体ごとに当該広告媒体を所管する部の長(以下「所管部長」という。)が定める。 

(広告掲載等に関する基準) 

第6条 広告掲載等に関する基準は、別に定める。 

(広告の募集) 

第7条 広告の募集は、原則として、公募によるものとする。 

2 広告の募集期間その他募集に関する事項は、所管部長が定める。 

3 所管部長は、広告の募集を広告代理事業者に委託することができる。 
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(広告掲載等の申込み) 

第8条 広告掲載等をしようとする者は、広告掲載等申込書(様式第1号)に市長が定める書類を

添えて、所管部長に提出しなければならない。 

(広告掲載等の決定) 

第9条 所管部長は、前条の申込みがあったときは、広告掲載等の決定について第13条に規定

する石垣市広告審査会に付する。 

2 広告掲載等の決定に当たっては、当該広告の募集に対して申込みのあった数が募集した数

を超えるときは、次に掲げる順序によるものとする。 

(1) 公共団体、公益を目的とする事業を行う法人又は団体その他これらに類するものが行う

広告 

(2) 民間企業のうち市内に事務所又は事業所を有する法人が行う広告 

(3) 前2号に掲げる広告以外の広告 

3 所管部長は、広告掲載等の可否が決定されたときは、石垣市広告掲載等決定通知書(様式第

2号)により当該申込者に通知しなければならない。 

(広告掲載料) 

第10条 広告掲載等の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する日までに

広告掲載料を納付しなければならない。 

2 納付された広告掲載料は、第11条第2項の規定により広告掲載等の決定を取り消したときを

除き、還付しない。 

(決定の取消し) 

第11条 広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載等の決定を取り消すことが

できる。 

(1) 提出期限までに広告の原稿を提出しなかったとき。 

(2) 広告掲載料を納付しなかったとき。 

(3) その他広告主の責めに帰する理由により、広告掲載等をすることが適当でなくなったと

き。 

2 所管部長は、広告掲載等により市の業務に重大な支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあ

るとき、又は市の都合により広告掲載等ができなくなったときは、広告掲載等の決定を取り

消すことができる。 

3 前2項の規定により広告掲載等の決定を取り消されたときは、石垣市広告掲載等決定取消通

知書(様式第3号)により当該広告主に通知するものとする。 

(広告主の責任) 
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第12条 広告主は、掲載等をする広告の内容、広告掲載等により発生する負担その他広告掲載

等に関するすべての事項について、責任を負わなければならない。 

2 広告主は、決定を受けた広告掲載等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

(石垣市広告審査会) 

第13条 広告掲載等に関する審査等を行うため、石垣市広告審査会(以下「審査会」という。)

を置く。 

2 審査会は、次に掲げる事務を所管する。 

(1) 新規広告媒体の審査 

(2) 広告案の審査 

(3) 各部の広告掲載等の状況把握 

3 審査会は、会長及び委員をもって組織する。 

4 会長は、企画部長をもって充てる。 

5 委員は、総務課、財政課、企画政策課、DX課及び教育総務課の長をもって充てる。 

6 会長は、会務を総理する。 

7 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長を代

理する。 

(平25告示82―6・令3告示56・令4告示57・一部改正) 

(審査会の会議) 

第14条 審査会は、会長が招集する。 

2 審査会においては、会長が議長となる。 

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定

するところによる。 

5 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を

求めることができる。 

(審査会の庶務) 

第15条 審査会の庶務は、企画部DX課において処理する。 

(平23告示39・平25告示82―6・令4告示57・一部改正) 

(委任) 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広告媒体ごとに要領で定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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附 則(平成23年告示第39号) 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年告示第82―6号) 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(令和3年告示第56号) 

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年告示第57号) 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 
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様式第1号(第8条関係) 

様式第2号(第9条関係) 

様式第3号(第11条関係) 

 


